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第５章 公共施設管理者の同意等 
第１節 公共施設管理者の同意と協議 

（公共施設の管理者の同意等） 

法第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理

者と協議し、その同意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置さ

れる公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 

３ 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管

理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。 

 

（開発行為を行うについて協議すべき者） 

令第二十三条 開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする

者は、あらかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第

三号及び第四号に掲げる者を除く。）と協議しなければならない。 

一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 

二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項に規定する水道事業者 

三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び

同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事

業者 

四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者 

 

１ 公共施設の管理者の同意について（既存の公共施設） 

（１）目的 

同意を得なければならないとされたのは、開発行為に関する工事によって既存の公共施設の機能

を損なうことのないようにする必要があり、かつ、変更を伴うときはそれが適正に行われる必要が

あるからである。 

（２）同意を要する範囲 

同意の対象となる公共施設は、「開発行為に関係がある公共施設」とされており、これは、開発

区域内にある既存の公共施設のほか、開発区域外にあって、開発区域に接続することとなる道路

や、開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとなる公共施設も含まれる。したがって、開

発区域外の道路、河川等の改修を行う場合は、これらの公共施設の管理者の同意も必要である。 

ア 農業用の公共施設の管理者の同意を得なければならない場合、当該水路と一体として影響を受

けることとなると認められる揚水機場又はため池で当該水路と異なる者が管理するものがあると

きは、水路の管理者の同意とあわせて、当該揚水機場又はため池の管理者の同意も必要である。 

イ 公共施設の管理者とその用に供する土地の所有者が異なる場合であり、かつ、当該土地が開発

区域に含まれる場合にあっては、工事に関する公共施設の用地の所有者の同意も要する。（法第

33条第１項第14号） 

ウ 開発行為に伴い開発区域外の河川等に排水する場合は、排水先の施設管理者の同意が必要とな

るが、排水施設を接続することになる水路、河川等の管理者の同意のほか、調整池を設置する場

合は、河川狭小部の調査に基づき、その調査結果を含めて管理者の同意を得ること。 

エ この規定により同意を得た者が公共施設に関する工事を行うときは、別途道路法第24条等の公

物管理法上の許認可を要する。 
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２ 公共施設の管理予定者の協議について（新設の公共施設） 

（１）目的 

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事によって設置された公共施設が事業の施行

後、適正な管理を確保することが必要である。このため、設置される公共施設の帰属及び管理につ

いて、あらかじめ、協議を行うこととしたものである。 

（２）協議の内容 

帰属を受ける公共施設の範囲、帰属の時期、方法、手続等について開発者との間に協議内容を明

確にした協定書を締結する等法律関係の明確化を図ることが必要である。開発行為の許可申請に添

付すべき協議書には、公共施設の名称、地積、帰属先、管理者及び帰属の時期を明記し、公共施設

の位置については土地利用計画図に明示すること。また、本条の協議に際しては、費用負担につい

ても併せて協議を行っておくことが妥当である。 

なお、開発区域の面積が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者はあらかじ

め、次に掲げる者（開発区域の面積が40ha未満の開発行為にあっては、ウ及びエに掲げる者を除

く。）と協議しなければならない。（令第23条） 

ア 当該開発区域に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 

イ 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業者 

ウ 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者及

び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第２条第６項に規定する一般ガス導

管事業者 

エ 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者 
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第２節 公共施設の管理と帰属 

（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

法第三十九条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたとき

は、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の

管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項

の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 

 

（公共施設の用に供する土地の帰属） 

法第四十条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新

たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又

は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受け

た者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、

その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。 

２ 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地

は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第三十六条第三項の公

告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者（その者が地方自治法第二条

第九項第一号に規定する第一号法定受託事務（以下単に「第一号法定受託事務」という。）として当

該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国）に帰属するものとする。 

３ 市街化区域内における都市計画施設である幹線街路その他の主要な公共施設で政令で定めるものの

用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該

帰属に伴う費用の負担について第三十二条第二項の協議において別段の定めをした場合を除き、従前

の所有者（第三十六条第三項の公告の日において当該土地を所有していた者をいう。）は、国又は地

方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部

を負担すべきことを求めることができる。 

 

（法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等） 

令第三十二条 法第四十条第三項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道（管渠を除

く。）、運河及び水路 

二 河川 

 

令第三十三条 法第四十条第三項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めよう

とする者は、法第三十六条第三項の規定による公告の日から起算して三月以内に、国土交通省令で定

める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。 

 

（費用の負担の協議に関する書類） 

規則第三十三条 令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用

の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る

土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。 

一 費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名 

二 負担を求めようとする額 

三 費用の負担を求めようとする土地の法第三十六条第三項に規定する公告の日における所在、地

番、地目及び面積 

四 費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎 

 

１ 公共施設の管理・帰属 

開発行為によって設置された公共施設は、法第36条第３項の工事完了の公告の日の翌日において、原

則として、地元市町村に引き継がれるものとされている。ただし、他の法律に基づく管理者が別にある

とき、又は法第32条第２項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの管理に属す
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るものとする。 

（１）「他の法律に基づく管理者が別にあるとき」とは、道路法、河川法等のいわゆる公物管理法の規

定に基づき、公共施設についての管理者が当然定まる場合である。 

（２）「法第32条第２項の協議により管理者について別段の定めをしたとき」とは、市町村との協議の

結果、開発許可を受けた者が自ら管理する場合等が考えられるが、極力市町村がその管理を行うこ

とが望ましい。 

（３）工事の完了後、土地の帰属手続き、管理の引き継ぎを円滑に行うには、事前に協定書の締結等す

る等法律関係を明確にする必要がある。 

（４）特にやむを得ない事情により開発者にその管理を委ねざるを得ない場合にあっても当該公共施設

の用に供する土地に係る所有権のみは帰属を受け基本的な管理権の所在を明確にしておくこと。 

 

２ 公共施設の帰属について 

（１）開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により従前の公共施設が廃止された場合に

は、その公共施設の用に供されていた土地は、開発許可を受けた者が買収する等により必要な権原

を取得すべきものであるが、代替的な機能を有する公共施設が設置される場合には、その土地と従

前の公共施設の用に供する土地とが交換されるものとして整理することが事務処理のうえで便宜で

あると考えられるので、国有財産法及び地方公共団体の財産の処分に関する法令についての特例と

して定められたものである。なお、この帰属についても不動産登記法による登記が必要である。 

この規定は、従前の公共施設の用に供する土地が国又は地方公共団体の所有に係る場合について

のみ適用される。民有地である場合は、開発許可を受けた者が買収等によって権原を取得する必要

がある。 

（２）開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の用に供する土地は、公共施設を

管理すべきとされた者に帰属する。（法第40第１項の規定により国又は地方公共団体に帰属するも

のとされた土地及び開発許可を受けた者が自ら管理する土地を除く。） 

この場合、国又は地方公共団体の機関が公共施設の管理者となる場合には、国又は地方公共団体

に帰属するものとされている。 

（３）第40条第３項の規定によって負担を求めることができるのは、市街化区域の根幹的公共施設の用

に供する土地の取得に要すべき費用の全部又は一部である。市街化区域内におけるその他の公共施

設、市街化調整区域内における公共施設、築造費、工事費等は含まない。 

 

３ 帰属の際の登記手続 

公共施設の用に供する土地の帰属手続に関しては、当該開発行為に関する工事の完了に際して、法第

36条第２項又は第３項の「遅滞なく」の範囲内において、当該土地の帰属に係る嘱託登記に必要な登記

承諾書、印鑑証明書等の書類の提出等当該公共施設の管理者となるべき市町村等と密接に連絡調整を図

り、確実な帰属を行うこと。 

工事完了手続きに当たっては、工事完了検査手続きと併行して帰属手続きを進め、帰属手続の促進を

図ること。 

  


